
令和７年度第１回嘉麻市障がい者施策推進協議会会議録（要約筆記） 

 

１．審議会の名称     令和７年度第１回嘉麻市障がい者施策推進協議会 

２．開催日時       令和８年３月１６日（月）13 時 30 分～14 時 15 分 

３．開催場所       嘉麻市役所 本庁５階 A 会議室 

４．公開又は非公開の別  公開 

５．非公開の理由 

６．出席者 

（１）委員 

会 ⾧  大塚委員 

副会⾧  藤嶋委員 

委 員  吉田委員、西田委員、原委員、安陪委員、西村委員、和田委員、池田委員 

（２）執行機関 

田中所⾧、末次課⾧補佐、内山係⾧ 

７．傍聴人数  ０人 

８．議事及び審議の内容 

（１）開会あいさつ 

（２）議事 

１．第７期嘉麻市障がい福祉計画・第３期嘉麻市障がい児福祉計画について 

２．飯塚圏域障がい者自立支援ネットワークの活動状況について 

３．障がい者就労施設等からの優先調達に係る取り組みについて 

４．その他 

（会⾧） 

それでは議事の１ 「第７期嘉麻市障がい福祉計画・第３期嘉麻市障がい児福祉計画について」

を議題といたします。事務局説明をお願いします。 

（事務局） 

説明 

（会⾧） 

説明が終わりましたが、何か質問はありませんでしょうか。 

（委員） 

就労支援継続 B 型のサービスですが、人口規模が同じくらいの自治体のみやま市が、だいた

い利用者が 100 人程度のところ、嘉麻市は 250 人とかなり利用者が多いように思います。グル

ープホームの利用も多い感じですし、また、児童のサービスで言うと児童発達支援が 65 人で、

みやま市は 20 人から 25 人ですので利用者が 3 倍ほどになっています。利用日数も多く、毎月

使っているように思いますが、こういったことについて行政として何か要因が分かれば教えて

ください。 

（事務局） 



就労支援継続Ｂ型に関しましては、安易に就Ｂをすすめる相談員や事業所があるように思い

ます。特に事業所から、就 B を使いたい人がいるとの問い合わせが増えており、本人からとい

うよりも事業所ありきで申請されているケースが増えていると思います。 

（委員） 

支給決定があっても、使われているのは一握りではないかと思います。定員数が実はすごく多

いのではないでしょうか。事業所主体となっている現状があって、サービス利用計画を作る相

談支援専門員の力に委ねられている部分が大きいと思うので、その辺りの底上げが必要と考え

ます。また、児童の方は日数が多く使われております。他の自治体ではマイナス 8 で支給量を計

算しているようですが、嘉麻市はマイナス 8 でないケースが多いのではないかと思います。そ

のあたりは何か検討されたりしているのですか。 

（事務局） 

嘉麻市の方でも利用日数がどんどん多くなってると感じておりますので、条件などを付ける

必要があると思います。現在、内部で検討しているところです。更新時に、本当にサービスが必

要であるのかということを判断するために、今までは提出してもらってなかった医師の意見書

を節目節目で提出してもらうようなことを準備しています。 

補足しますと、嘉麻市としては必要な方には必要なサービスがきちんと行き届くように、一

律で何時間と決めるわけでなく、必要な人に必要なサービスがきちんと届くように適正化と言

いますか、一人ひとり個別の判断をして、できるだけその方にあったサービスを提供できるよ

うにして行きたいと思っていますので、ご理解をお願いいたします。 

もう一つ補足ですが、児童発達支援と放課後デイサービス、就労支援継続 B 型につきまして

は、事業所数もかなり嘉麻市では増えているということで、現在、総量規制をしており、新たな

事業所につきましては、嘉麻市では意見書を書かないということにしております。しかしなが

ら、現在でも嘉麻市でこういった事業所を作りたいという相談は数多く寄せられております。

就労支援継続 B 型が総量規制で意見書がかけないとなりましたら、では A 型で、ということで、

現在は A 型事業所が増加してきております。来年度は障がい福祉計画の見直しの年となります

ので、この協議会でこういった現状もご協議していただきたいと思います。 

（委員） 

児童発達支援センターが飯塚圏域で４か所ありますが、フリーペーパーで嘉麻市に新しくセ

ンターができるとの情報が載っておりましたが、設置の予定はあるのでしょうか。  

（事務局） 

国の補助金がおりましたというお話を令和７年度の当初にうかがっております。その後の進

捗状況については、特に具体的なお話は聞いておりませんが、開所とのお話を耳に挟んではお

ります。 

（委員） 

意見書は書かれたのでしょうか。 

（事務局） 

当初、補助協議というお話で相談に来られた時に、意見書は書かせていただいております。こ

れにつきましては、嘉麻市には計画の目標としている児童発達支援センターがありませんでし



たので、必要である旨の意見書は書かせていただきました。児童発達支援センターの認可につ

いては福岡県の方になりますので、現在のところ嘉麻市の方には、いつからどのような形でど

のような支援を行っていくかという具体的な内容はお聞かせいただいておりません。 

（会⾧） 

他に何かございませんか。ないようですので、議事の１についてはご了承願います。 

では続きまして議事の２「飯塚圏域障がい者自立支援ネットワークの活動状況について」を

議題といたします。事務局説明をお願いします。 

（事務局） 

  説明 

（会⾧） 

説明が終わりましたが、何か質問はありませんでしょうか。 

（委員） 

  先ほど、サービスの利用の進捗のところでもありましたが、障がい者についてサービスの利

用に委ねてるというところがありまして、地域で支えるということがあまり馴染んでいなくて、

街中で一人で買い物をしている当事者の姿を見ることがありません。マイクロバスでゆめタウ

ンやトライアルに連れて行っているというのはよく見かけるのですが、地域の方々が障がい者

に関心を持ってもらうとか、もっと取組について周知をしていく必要があるのではないかと思

います。嘉麻市では私が知る限り基幹センターでですけれども、2 件小学生の方のトラブルを見

聞きしておりますが、障がい者の方と接する機会が少なく学校の中でも特別支援クラスに分け

られているということがあって、触れ合うとか接するとか知るとかいう機会が少ないので、そ

こら辺に力を入れていく必要があるのかな、と思っています。 

（会⾧） 

他に質問はございませんでしょうか。ないようですので、議事の２についてはご了承願いま

す。 

では続きまして、議事の３「障がい者就労施設等からの優先調達に係る取り組みについて」

を議題といたします。事務局説明をお願いします。 

（事務局） 

  説明 

（会⾧） 

説明が終わりましたが、何か質問はございませんでしょうか。ないようですので、議事の３

についてはご了承願います。 

では続きまして、議事の４「その他」事務局お願いします。 

（事務局） 

  差別事象について報告 

（会⾧） 

報告が終わりましたが、何か質問はございませんでしょうか。 

（委員） 

  先ほど２件トラブル等があったと発言した内の１件について、具体的な状況を説明。当事者



ともう少し接する機会を増やし、啓発を行う等、障がい者に対する理解を深めることが必要で

あるとの意見。 

（会⾧） 

他に何かございませんでしょうか。 

ないようですので、これで本日の協議会を終了いたします。お疲れ様でした。 

９．配布資料 

・令和 7 年度第１回嘉麻市障がい者施策推進協議会次第 

・第１回嘉麻市障がい者施策推進協議会議事資料 

・嘉麻市障がい者施策推進協議会条例 

・嘉麻市障がい者施策推進協議会条例施行規則 

・委員名簿 


